
事 業 報 告 用
書式第 12号 (法第 28条関係)

令和 5年度 事業報告書

特定非営利活動法人東京都ドッジボール協会
1・ 事業実施の万針

令和 5年度はコロナウイルスやインフルエンザ流行の影響が残り、事業予定数は何とか消化できたものの
まだ本来の予定数を消化することに注意をせざるを得ず、普及啓発事業は昨年同様に任意団体に依存

せざるを得ませんでした。
コロナ問題が規制緩和になつたこともあり、積極的な参加希望もあって、規模を縮小しながらであった

ものの皆さんの満足い<開催を目指しボランティアの皆さんの協力で何とか事業を行なう事ができまし
た。

次年度はドッジボール競技がワールドカップ開催し、もっとメジャーなスポーツヘ発展することを願い

活動できればと思います。

2・ 事業の実施に関わる事業

特定非営利活動に関わる事業 (事業責の総費用 9,258千円 )

事業名 事業内容
実施日時 実施場所 従事者人数 受益者対象範囲及び

実施人数
支出額

(千円)

東京都北区

新人戦
大会開催事業 4月 9日 (日 ) 桐ヶ丘体育館 24人 北区・全部

200人 153

TOKY0
オープン新人戦

大会開催事業 4月 30日 (日 )
エスフォルタ

サブ
47人 全都・関東近県

520′人
267

オープン

ガールズ
大会開催事業 5月 3B(水 祝) 滝野川体育館 17人 女子単独

240人 206

音ジュニア 大会開催事業 5月 4日 (本祝)
滝野川体育館 32人

低学年

350人 161

わかば
トッジフェスタ

大会開催事業 5月 5日 (金祝) 滝野川体育館 35人 高学年

350人 172

中高校生大会
大会開催事業 6月 4曰 (日 ) 桐ヶ丘体育館 20人

中高校生

200人 102

TOKY0
オープン

大会開催事業 6月 11日 (曰 ) 東京武道館 30人 中高一般

600人 320

KIDS
交流会

大会開催事業 6月 18日 (日 ) 桐ヶ丘体育館 30人
KIDS
200人

127

八王子&
多摩カップ

大会開催事業 7月 2日 (日 )
エスフォルタ

サブ
35′ヽ

高学年

αⅨ)人
272

夏腕試し
大会開催事業 7月 16日 (B) 赤羽体育館 36人

高学年

40D人 204

TOKY0
SUMMERCUP 大会開催事業 7月 29日 (■) 塁田総合体育館 35人

一般

670人 238

全日本

東京大会
大会開催事業 8月 6日 (日 ) 駒沢屋内球技場 45人 高学年

は )人
316

夏
ジュニアカップ

大会開催事業 8月 13日 (日 ) 滝野川体育館 33人 低学年
350人 200

東京

レベルアップ
大会開催事業 9月 3日 (日 ) 桐ヶ丘体膏館 10人 高学年

250人 123

ヒノマル

カップ
大会開催事業 9月 9日 (■ ) 墨田総合体育館 20人 中高校一般

900人 993

関東代表決定戦 大会開催事業 9月 17曰 (日 ) 桐ヶ丘体育館 10人 高学年
23D人 255

首都東京会長杯
大会開催事業 9月 18日 (日 ) 武蔵野の森総合 10人 高学年

2αD人
419



事業名 事業内容
実施曰時 実施場所 従事者

人数

受益者対象範囲

及び実施人数

支出額

(千円)

東京都新人戦 大会開催事業 4月 7日 (日 ) 桐ヶ丘体育館 25人 東京都高学年

オープン新人戦 大会開催事業 4月 28日 (日 ) エスフォル タサフアリーす 関東近県高学年

オープンガールズ 大会開催事業 5月  3日 (金祝) 滝野川体育館

薔ジュニア 大会開催事業 5月 4日 (土祝 ) 滝野川体育館

WAKABAド ッジ
フェスタ

大会開催事業 5月 5日 (日 ) 滝野川体育館

TOKY0
オープン

大会開催事業 6月 2日 ( 日) 東京武道館

夏うで試し 大会開催事業 6月 9日 (日 ) 赤羽体育館

中高校生

デビュー戦

大会開催事業 6月 16日 (日 ) 桐ヶ丘体育館

八王子S
多摩カップ

大会開催事業 6月 30日 ( 日) エスフォルタ サフアリーす

全日本

東京代表決定戦

大会開催事業 7月 21日 (日 ) 滝野川体青館

首都東京会長杯 大会開催事業 8月 4曰 ( 日) 武蔵野の森総合

TOKY0
SUMMER CUP

大会開催事業 8月 120(月 祝 ) 塁口総合体育館

夏

ジュニアカップ

大会開催事業 8月 180( 日) 滝野川体育館

KIDS
交流大会

大会開催事業 9月  1日 ( 日) 桐ヶ丘体育館

関東代表決定戦 大会開催事業 9月 8日 ( 日) 桐ヶ丘体育館

東京

オリパラ記念大会

大会開催事業 9月 B46日 ( 日) 東京体育館

都民つスポレク 大会開催事業 9月 23日 (月祝) 駒沢屋内球技場

ヒノマル カップ 大会開催事業 9月 280( 土) 墨田総合体育館

秋うで試し 大会開催事業 10月 26日 ( 日) 赤羽体育館

ガールズカップ

八王子交流会

大会開催事業 エスフォルタ メインアリーナ

大会開催事業



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和 5年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が生上場合)
特定非営利活動法人 東京都ドッジボー′
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書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 5年度 貸借対照表
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 東京都 ドッジボール協
`

A

1

1

2

の3

現金預金

未収金

棚卸資産

車両運搬具

什器備品

ソフトウェア

借地権

敷金

長期貸付金

①+②【A】 資 産 合 計

未払金

預り金

長期借入金

退職給付引当金

負

【B―
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繰

当
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占式 16号 (法第 28条関係 )

令和 5年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 最終改正NPO法人会計基準協議会)によつています。

(:)棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2'固 定資産の減価償却の方法
車両運搬具および什器備品の減価償却は定率法に酔っています。

(3)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受け入れは活動報告書に計上 しています。

また計上額の算定方法は 「3.施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳」に記載しています。

(■ )消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込み方式によっています。

2.事 業別損益の状況
円

事業部門計 管理部門 〈
日■|||

競技会開催 事業

800,000

14,882,120

15,682,120

2,000,000

2,000,000

2,000,000
800,000

14,882,120

17,682,120

800,000
14,882,120

15,682,120

1,637,447

756,280

171,454

756,280

1,808,9011,637,447

2,565.1811,637,447 1,637,447 927,734

2,480,870
179,358

18,863

1,259

3,421,746

471, 154

880

1,046,440

3,139,150

1,644,372

582,663

450,907

440,000

300,000

196,880

119,600

96,949

55,000

19,580

13,733

8,632

900

5,620,020

1,823,730

601,526

452,166

440,000

300,000

3,618,626
119,600

96,949
55,000

490,734

14,613

8,632

900

1,046,440

3,421,746

1,046,440

2,480,870

179,358

18,863

1,259

471,154

880

14,688.9367,620,570 7,620,570 7,068,366

9,258,017 9,258,017 7,996,100 17,254,117

踵Ю αB

I 経常収益
1・ 受取寄附金
2.受取助成金等
3 事業収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1'人件費
給料手当

福利厚生費

人件費計
(2,そ の他経費
会場費

競技用消耗品費

通信運搬費

事務消耗品費

賃貸料

借入金返済

旅費交通費

加盟料・会費等

備品

水道光熱費

車両運搬費

支払手数料

雑費
租税公課

印刷製本費

その他経費計

経常費用計

当期経常増減額 ■■墜コ国

41れ, 算定方法

な し

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳
円 )

特定非営利活動法人 東京都 ドッジボール協会

1   内容



内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備 考

合計

4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は   円ですが、そのうち   円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

5.固 定資産の増減内訳

(単位 :円 )

円

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者 との取引は以下の通 りです。

立 :円 )

円 )

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費と管理費の按分方法

1`ズ イ牛 減 少 期末取得価額 11'■ :■ t■科 日 期占取得価額

有形固定資産

車両運搬具

什器備品

無形固定資産

投資その他の資産

敷金

合計

3,381,086 4,000,000 4,428,003 2,953,083

4,428,003 2,953.083合計

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人との取号|

科 目

計算書類に
計上された
金額

(活動計算書 )

活動計算書計

(貸借対照表)

貸借対照表計

8

その他の事業に係る資産の状況

1    科目    1 期首残高 1`1期
借人 E三 期返済 II亜 末残高

壺L08止ュ型凶里



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和5年度 財産目録
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 東京都ドッジボール協会

、】 産  の

現金預金
千元現金

~栞

督
f,菫羮交畿8
相卸資産
販売用寄附物品

イ1器備品
ハソコノ

3 の

車両運搬具
事業,1車両

ソフトウェア
オヘレーションンステム
文書編集ソフト

倍地権
00市事業所

長期貸付金
●●銀行

敷0
00市事業所

【́

【A】 資 産 合 計 ①+②

-1 「
~~~~

`llべ

, -2,530ヽ .|

長期催人0
●●銀行借人0

退職給付引当0
賊 !t

【〔

【B-1】 負 債 合 計 ③+④

-2953083

■塵■E_― 』

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】



書式第 18号 (法第 28条関係)
事 業 報 告 用

令 和 5年 度  年 間 役 員 名 簿 (前韓 犠 において観 であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれ

らの者についての前●■年壼における●田の有無を配載した名■)

特定非営利活動法人  東京都 ドッジボール協会

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第 20条関係)
山各役員について、親族の規定に違反していません。(法第 21条関係)

2 役員一覧

役名 (フリガす)
氏 名 就任期間

報酬の

有 無

理事
ヨシダ オサム
吉田  修

令和5年 4月 1日～
令和 6年 3月 31日

無

理事
ハセガワマモル長

谷‖1  守
令和5年 4月 1日～
令和 6年 3月 31日

熙

理 事
ハセガヮアッォ長

谷川厚夫

令和 5年 4月 1日～
令和 6年 3月 31日

無

理事
カワズヒフミ

河津妃扶美

令和5年 4月 1日～
令和 6年 3月 31日

無

理事
ムカイリョウイチ

向丼 良一
令和5年 4月 1日～
令和 6年 3月 31日

無

監事
ヨシダトシヤ

吉田 隼也
令和 5年 4月 1日～
令和 6年 3月 31日

無

監事
ハセガワカヨ

長谷川佳代

令和 5年 4月 1日～
令和 6年 3月 31日

無



書式第4号 (法 10条 。第28条関係)
社員名簿

設 立 ・ 事 業 報 告 用

(社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 東京都ドッジボール協会
氏名

1 吉田 修  

2 長谷川 守  

3 長谷川厚夫  

4 河津妃扶美  

5 向丼 良―  

6 下村 )告子  

7 瀬尾 泰広  

8 小林 洋平  

9 高橋八千子  

10 高橋 和也  

11 波多野翔太  

12 新保 遼輔  

13 吉田 隼也  

14 長谷川佳代  

15 伊藤 雅―  




